
― 3―

～廃棄物処理法における位置付け～

目　的（法第１条）

廃棄物の排出抑制

廃棄物の適正な分別・保管
収集・運搬・再生・処分等

生活環境の清潔

生活環境の保全及び
公衆衛生の向上を図る

事業者の責務（法第３条）

製造、加工、販売等
にあたっての条件

事業活動に伴う廃棄物

産業廃棄物＋一般廃棄物

製品、容器等が
廃棄物となった
場合

国、地方公共団体の減量等適正処理施策

適正な自己処理

再生利用等減量努力

処理困難性の自己評価

処理方法の情報提供

適正処理困難の回避

協 力

国民の責務（法第２条の4）

排出の抑制

再生品使用
生じた廃棄物 なるべく自ら処理

国、地方公共団体の施策に協力
（減量、その他適正処理）

分 別 排 出

　国民、事業者並びに国及び地方公共団体の役割等
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土地の占有者（管理者）

建物の占有者（管理者）

土地の所有者又は占有者

清潔の保持等（法第５条）

管理する土地又は建物の清潔の保持

不適正に処理された廃棄物を発見し
た場合は県又は市町村に通報

廃棄物処理計画（法第５条の５）

都道府県環境審議会意見

市町村意見

都道府県知事 廃棄物処理計画

廃棄物処理施設整備計画

環境大臣基本方針策定手続

①廃棄物の発生量、処理量見込み
②減量化・適正処理の基本事項
③一般廃棄物の適正処理の確保のための体制
④産業廃棄物処理施設の整備
⑤非常時における②～④の実施のための必要な事項

※　�本県では第５次青森県循環型社会形成推進計画（令和８年３月策定）において、廃棄物処理計画を定めて
います。

国及び地方公共団体の責務（法第４条）

市町村

都道府県

国

住民の自主活動の促進

一般廃棄物の適正処理に
必要な措置

処理事業の能率的な運営

技術的援助（一般廃棄物）

産業廃棄物の状況把握

廃棄物の情報収集、整理、活用

廃棄物処理の技術開発

適正処理のための適切な措置

技術援助、財政援助、広域的調整

廃棄物の排出抑制、適正処理確保

一般廃棄物の減量化

職員の資質向上
施設の整備
作業方法の改善等

市町村

適正処理に必要な措置

都道府県、市町村

意識啓発 国民、事業者
市町村
都道府県
国


